
　

4
月
1
日
時
点
に
お
い
て
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
】

・
身
体
等
に
障
が
い
の
あ
る
方
、

ま
た
は
障
が
い
の
あ
る
方
と
生

計
を
一
と
し
て
い
る
方
が
所
有

し
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め

（
通
院
、
通
勤
等
）
に
使
用
さ
れ

る
軽
自
動
車

・
構
造
が
身
体
等
に
障
が
い
の
あ

る
方
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の

軽
自
動
車

・
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
軽
自
動
車

※
障
が
い
者
1
人
に
つ
き
減
免
可

能
な
車
両
は
、
普
通
自
動
車
、

軽
自
動
車
含
め
１
台
の
み
で
す
。

【
減
免
の
対
象
と
な
る
障
が
い
者
】

1
．
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

2
．
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
お
り
、
障
が
い
の
区
分

が
左
記
の
項
目
に
該
当
す
る
方

3
．
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

【
初
回
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
減
免
申
請
書

・
自
動
車
検
査
証
（
車
検
証
）

・
運
転
免
許
証
（
減
免
対
象
車
両

を
運
転
す
る
方
の
も
の
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
（
自
身
が

交
付
を
受
け
て
い
る
す
べ
て
の

手
帳
）

・
通
院
・
通
学
・
通
所
等
証
明
書

（
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
運
転

者
が
異
な
る
場
合
）

【
前
年
度
減
免
を
受
け
て
い
る
方
】

　

現
況
届
出
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
限
】

　

納
税
通
知
書
が
手
元
に
届
い
て

か
ら
納
期
限
（
5
月
末
日
）
ま
で
に

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
期
限
後
の
申
請
は
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

【
申
請
先
】

・
財
務
課
資
産
税
係

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

財
務
課
資
産
税
係
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障がいの程度

1級～4級

2級・3級

3級・5級

1級～3級

1級～6級

1級～3級・5級

1級～3級

1級～6級

1級・3級～4級

1級～4級

障がいの区分

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

上肢不自由

下肢不自由

体幹不自由

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう・直腸機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害

肝臓機能障害

3級（喉頭摘出による
音声機能障害がある
場合に限ります。）

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能

上肢機能

移動機能

自
動
車
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
事
業

ハ
イ
ヤ
ー
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
1
年
以
内
に
運
転
免

許
証
を
自
主
返
納
、
失
効
さ
れ
た

方
を
対
象
に
ハ
イ
ヤ
ー
助
成
券
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

・
町
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
居

住
し
て
い
る
方

・
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
ま
た

は
失
効
し
て
1
年
以
内
の
方

・
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

【
助
成
内
容
】

・
申
請
の
あ
っ
た
時
か
ら
3
年
間

に
渡
っ
て
ハ
イ
ヤ
ー
助
成
券
を

合
計
3
0
，
0
0
0
円
分
（
1
年

で
最
大
1
0
，
0
0
0
円
分
）
を

交
付
し
ま
す
。

・
申
請
初
年
度
は
、
申
請
さ
れ
る

時
期
に
よ
っ
て
助
成
券
の
交
付

金
額
を
減
額
す
る
こ
と
と
し
、

1
四
半
期
経
過
ご
と
に
2
，

5
0
0
円
分
ず
つ
減
額
し
て
交

付
し
ま
す
。

※
4
月
〜
6
月
申
請
は
1
0
，

0
0
0
円
分
、
7
月
〜
9
月
申

請
は
7
，
5
0
0
円
分
、
10

月

〜
12

月
申
請
は
5
，
0
0
0
円

分
、
1
月
〜
3
月
申
請
は
2
，

5
0
0
円
分
交
付
し
ま
す
。

・
減
額
し
て
交
付
し
た
場
合
、
2

年
目
と
3
年
目
に
つ
い
て
は

1
0
，
0
0
0
円
分
ず
つ
交
付

し
、
4
年
目
に
申
請
初
年
度
に

お
い
て
減
額
さ
れ
た
分
を
交
付

し
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
公
安
委
員
会
が
交
付
す
る
「
申

請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消
通

知
書
」
ま
た
は
「
運
転
経
歴
証
明

書
」
お
よ
び
「
運
転
免
許
証
返
納

に
関
す
る
申
立
書
」

※
「
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取

消
通
知
書
」
は
免
許
証
を
自
主

返
納
さ
れ
た
と
き
に
交
付
さ
れ

ま
す
。

・
本
人
確
認
書
類
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
、
障
が
い
者
手
帳
、
健

康
保
険
証
、
年
金
手
帳
等
）

※
顔
写
真
付
き
で
な
い
も
の
は
、
2

種
類
の
提
示
が
必
要
で
す
。 

【
申
請
場
所
】

・
総
務
課
庶
務
交
通
係

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

◎
継
続
申
請
（
2
年
目
以
降
）
も
受

　

付
中
で
す
！

　

2
年
目
以
降
の
継
続
申
請
も
受

け
付
け
し
て
い
ま
す
。
右
記
「
本

人
確
認
書
類
」
を
持
参
の
う
え
、
申

請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

総
務
課
庶
務
交
通
係
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